
障
害
の
あ
る
児
童
及

び
生
徒
の
た
め
の
教

科
用
特
定
図
書
等
の

普
及
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二

十
年
法
律
第
八
十
一

号
）

第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
及
び
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

平成™—年�月˜Ÿ日 水曜日 (号外第˜™ 号)官 報

（
小
中
学
校
の
設
置
者
に
対
す
る
教
科
用
特
定
図
書
等

の
無
償
給
付
）

第
十
条

国
は
、
毎
年
度
、
小
中
学
校
に
在
学
す
る
視
覚

障
害
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
が
検
定
教

科
用
図
書
等
に
代
え
て
使
用
す
る
教
科
用
特
定
図
書
等

を
購
入
し
、
小
中
学
校
の
設
置
者
に
無
償
で
給
付
す
る

も
の
と
す
る
。

（
契
約
の
締
結
）

第
十
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
科
用
特
定
図
書
等
の

発
行
を
す
る
者
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
購
入
す
べ
き

教
科
用
特
定
図
書
等
を
購
入
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
す

る
も
の
と
す
る
。

（
教
科
用
特
定
図
書
等
の
給
与
）

第
十
二
条

小
中
学
校
の
設
置
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に

よ
り
国
か
ら
無
償
で
給
付
さ
れ
た
教
科
用
特
定
図
書
等

を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
学
校
の
校
長
を
通
じ
て
、
当
該
学

校
に
在
学
す
る
視
覚
障
害
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童

又
は
生
徒
に
給
与
す
る
も
の
と
す
る
。

２

学
年
の
中
途
に
お
い
て
転
学
し
た
視
覚
障
害
そ
の
他

の
障
害
の
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
転

学
後
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
特
定
図
書
等
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

場
合
を
除
き
、
給
与
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
責
務
）

第
十
三
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
科
用
特
定
図
書
等
の
無
償
給
付

及
び
給
与
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
務
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
給
付
の
完
了
の
確
認
の
時
期
の
特
例
）

第
十
四
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
係
る
政
府

契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）
第
四
条
第
一
号
に
掲
げ

る
時
期
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
条
第
一
項
中
「
十
日

以
内
の
日
」
と
あ
る
の
は
、「
二
十
日
以
内
の
日
」
と
読

み
替
え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条

第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
教
科
用
特
定
図
書
等
の
無
償
給
付
及
び
給
与
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
四
章

標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
円
滑
な
発

行
の
確
保

（
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
需
要
数
の
報
告
）

第
十
六
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
並
び
に
学
校
教
育
法

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
及
び
私
立
学
校

の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
需

要
数
を
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

小
中
学
校
に
つ
い
て
採
択
さ
れ
た
検
定
教
科
用
図

書
等
に
係
る
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
で
あ
っ
て
、

当
該
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
を
使
用
す
る
年
度
に

お
い
て
発
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
小

中
学
校
に
在
学
す
る
視
覚
障
害
そ
の
他
の
障
害
の
あ

る
児
童
及
び
生
徒
が
当
該
検
定
教
科
用
図
書
等
に
代

え
て
使
用
す
る
も
の

二

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
小

学
校
及
び
中
学
校
に
置
か
れ
る
特
別
支
援
学
級
に
つ

い
て
学
校
教
育
法
附
則
第
九
条
に
規
定
す
る
教
科
用

図
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等

で
あ
っ
て
、
当
該
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
を
使
用

す
る
年
度
に
お
い
て
発
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
都
道
府
県
内
の
需
要
数

を
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
発
行
の
通
知
等
）

第
十
七
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
に
基
づ
き
、
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
発

行
を
予
定
し
て
い
る
者
に
そ
の
発
行
を
す
べ
き
標
準
教

科
用
特
定
図
書
等
の
種
類
及
び
部
数
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
、
前
項
の
通
知
を

受
け
た
者
に
対
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
十
八
条

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
及
び
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
検

定
教
科
用
図
書
等
及
び
教
科
用
特
定
図
書
等
か
ら
適
用

す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

国
は
、
高
等
学
校
に
お
い
て
障
害
の
あ
る
生
徒

が
使
用
す
る
教
科
用
拡
大
図
書
等
の
普
及
の
在
り
方
並

び
に
特
別
支
援
学
校
に
就
学
す
る
児
童
及
び
生
徒
に
つ

い
て
行
う
援
助
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

著
作
権
法（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
複
製
」
を
「
複
製

等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
弱
視
の
」
を
「
視
覚

障
害
、
発
達
障
害
そ
の
他
の
障
害
に
よ
り
教
科
用
図
書

に
掲
載
さ
れ
た
著
作
物
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
」

に
、「
を
拡
大
し
て
」
を
「
の
拡
大
そ
の
他
の
当
該
児
童

又
は
生
徒
が
当
該
著
作
物
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な

方
式
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文
字
、
図

形
等
を
拡
大
し
て
」
を
削
り
、「
図
書
（
」
を
「
図
書
そ

の
他
の
複
製
物
（
点
字
に
よ
り
複
製
す
る
も
の
を
除

き
、」に
、「
教
科
用
拡
大
図
書
」
を
「
教
科
用
拡
大
図
書

等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特

定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
教
科
用
図
書
に
掲
載
さ
れ
た
著

作
物
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
同
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。）の
提
供
を
行
う
者

は
、
そ
の
提
供
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度

に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
十
七
条
の
四
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号

中
「
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
罰
則
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
五
条

前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

総
務
大
臣

増
田

寛
也

財
務
大
臣

額
賀
M
志
郎

文
部
科
学
大
臣

渡
海
紀
三
朗

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

法
律
第
八
十
二
号

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律

目
次前

文
第
一
章

総
則
（
第
一
条
e

第
六
条
）

第
二
章

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
に
お
け
る
療
養

及
び
生
活
の
保
障
（
第
七
条
e

第
十
三
条
）

第
三
章

社
会
復
帰
の
支
援
並
び
に
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
の
援
助
（
第
十
四
条
e

第
十
七
条
）

第
四
章

名
誉
の
回
復
及
び
死
没
者
の
追
悼
（
第
十
八

条
）

第
五
章

親
族
に
対
す
る
援
護
（
第
十
九
条
e

第
二
十

四
条
）

附
則

「
らb

いb

予
防
法
」
を
中
心
と
す
る
国
の
隔
離
政
策
に
よ

り
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
が
地
域
社
会
に

お
い
て
平
穏
に
生
活
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
身
体
及
び

財
産
に
係
る
被
害
そ
の
他
社
会
生
活
全
般
に
わ
た
る
人
権

上
の
制
限
、
差
別
等
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
十

三
年
六
月
、
我
々
は
悔
悟
と
反
省
の
念
を
込
め
て
深
刻
に

受
け
止
め
、
深
く
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、「
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る

法
律
」
を
制
定
し
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
の
慰
謝
並
び
に
名

誉
の
回
復
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
、
死
没

者
に
対
す
る
追
悼
の
意
を
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
法

律
に
基
づ
き
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
の
精

神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
と
補
償
の
問
題
は
解
決
し
つ
つ

あ
り
、
名
誉
の
回
復
及
び
福
祉
の
増
進
等
に
関
し
て
も
一

定
の
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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